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◇◇◇ アイネス消費生活情報 No.337 2023.11.20◇◇◇ 

               消費生活・男女共同参画プラザ（県消費生活センター） 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

海産物の電話勧誘トラブル 年末にかけて特に注意してください！ 

（国民生活センターＨＰより） 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━      

 

 海産物の電話勧誘トラブルに関する相談が、全国の消費生活センター等に寄せられていま

す。2023 年度上期の相談件数は 1,183 件（注 1）となっており、前年度同期（2,408 件）

に比べ減少はしていますが、引き続き多くの相談が寄せられています。 

 

 北海道警察本部では悪質業者の摘発を強化しており、今年 6 月には特定商取引法違反の疑

いで札幌市内の会社役員らを逮捕しています。この事件では、消費者に「北海道内の水産業

者」を名乗って電話をかけてきて、「北海道産の海産物」と言って、価格に見合わない海外

産などの海産物を販売していました。 

 

 直近では、一部の国・地域による日本産の海産物の輸入規制強化等に関連した勧誘トーク

（困っているので支援してほしい など）も見られます。カニなどの海産物の購入機会が増

える年末にかけて、こうしたトラブルが増加する可能性がありますので、特に注意してくだ

さい。 

 

※本公表は、北海道警察本部と国民生活センターが連名で、消費者に向けて注意喚起を行う

ものです。 

（注 1）相談件数は 2023 年 10 月 10 日までの PIO-NET 登録分。消費生活センター等か

らの経由相談は含まれていない。 

【相談事例】 

 母のところに、「以前購入された方に電話をしています。現在日本の海産物が海外で問題

になっていて、売れない状況にあります。助けてください」と電話があった。2～3 万円と

高額だったため、母は曖昧に返事をしたようだが、電話を切ってから、商品が届くのではな

いかと不安に思い、私に相談してきた。電話口で会社名を聞いたがはっきり言わず、電話番

号もわからない状況だったため、私が母の携帯電話の着信履歴を見て、相手先事業者と思わ

れる番号に電話をしているがコール音が鳴るだけで誰も出ない。商品が届いた場合の対処法

を知りたい。 

（2023 年 9 月受付 契約当事者：80 歳代 女性） 

 

＊消費者へのアドバイス＊ 

電話で勧誘を受けた際、少しでもおかしいと感じたら、きっぱりと断りましょう。 

電話勧誘で契約をしたときは、クーリング・オフ（注 2）ができます。 

断ったのに一方的に商品が届いても受け取りを拒否し、代金を支払わないようにしましょう。
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受け取ってしまった場合でも、販売業者に対し返金を求めることができます（注 3）。 

不安なとき、トラブルになったときは消費生活センターや警察等に相談しましょう。 

＊消費者ホットライン「188（いやや！）」番 

最寄りの市町村や都道府県の消費生活センター等をご案内する全国共通の 3 桁の電話番号

です。 

＊警察相談専用電話「#9110」 

生活の安全に関わる悩みごと・困りごとなど、緊急でない相談を警察にする場合は、全国統

一番号の「＃9110」番をご利用ください。電話をかけると発信地を管轄する警察本部等の

相談の総合窓口に接続されます。 

（注 2）クーリング・オフの通知書面の書き方や手続き方法 

（注 3）注文や契約をしていないのに金銭を得ようとして送り付けられた商品は、消費者が

自由に処分してよいこと                             ＝

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 大分県消費生活・男女共同参画プラザ（アイネス） 

   〒870-0037  大分県大分市東春日町１番１号（ＮＳ大分ビル内） 

     TEL：097(534)4034   FAX：097(534)0684 

     ホームページ：http://www.pref.oita.jp/soshiki/13040/ 

     E-mail：oita-shouhi@pref.oita.lg.jp  

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

☆ メルマガバックナンバー（これまでの配信内容は、こちらからご覧ください） 

      http://www.pref.oita.jp/site/syohi-senta/mailmaga.html 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

☆ Facebook で暮らしに役立つ最新情報を発信しています！ 

 ★ Facebook に登録していなくても、見ることができます。 

                 https://www.facebook.com/oita.iness 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

～「ながら見守り」にご協力ください～ 

 子ども達を犯罪被害から守るために、「気楽に」「気長に」「危険なく」自分のペースに

あわせた見守り活動を始めてみませんか？ 

 ウォーキングや犬の散歩、花の水やり、仕事などをし「ながら」、子どもを見守り、

不審者を地域のコミュニティに入らせないようにしましょう。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

【消費生活に関するご相談は･･･】 

☆ 市町村の消費生活相談窓口  

  県下すべての市町村で、消費生活センターや相談窓口が設置されています。 

  次の消費者ホットラインは、全国どこでも、お近くの市町村や県の相談窓口をご案内しま

す。お気軽にご相談下さい。 
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  《 消費者ホットライン １８８ 》 

☆ 大分県の消費生活相談窓口   ※メールやファックスでは受付しておりません。 

 ◇ 消費生活等相談（契約、販売方法、多重債務、消費生活に関する相談） 

  ・ 受付時間：月～金曜日（祝、休日をのぞく）９：００～１７：３０ 

  ・ 相談電話：０９７－５３４－０９９９ 

 ◇ 消費生活特別相談 

  ・ 受付時間：日曜日（第３日曜をのぞく）１３：００～１６：００ 

  ・ 相談電話：０９７－５３４－０９９９ 

 ◇ 食品表示１１０番（不審な食品表示に関する情報、食品表示に関する質問など） 

  ・ 受付時間：月～金曜日（祝、休日をのぞく）９：００～１６：３０ 

  ・ 相談電話：０９７－５３６－５０００ 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

☆ メルマガ登録者を募集しています  

  配信ご希望の方は、お名前、市町村名、「ＰＣ版または携帯版」の配信希望と書いて、 

下記メールアドレスあて送信してお申し込みください。（配信停止も同様） 

  ○申込先 → iness.csm@pref.oita.jp  （メルマガ専用アドレス） 




